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平成20年６月27日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部

１．産業活性化及び雇用対策に係る重点的

な取組について

２．宮崎県地域産業集積・活性化基本計画

について

３．新産業・新事業の創出に向けた取組に

ついて

４．出稼ぎ労働者及び正規雇用・非正規雇

用の現状について

５．緊急地域雇用創出特別基金事業につい

て

県民政策部

１．雇用・産業再生指針の概要と成果につ

いて

○協議事項

１．調査活動計画の変更について

２．県内調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（14人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 米 良 政 美

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 村 幸 一

委 員 野 辺 修 光

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 萩 原 耕 三

委 員 中 野 廣 明

委 員 松 村 悟 郎

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長 河 野 富二喜

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部 参 事 兼 内枦保 博 秋商 工 政 策 課 長

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

企業立地推進局次長 長 嶺 泰 弘

観 光 推 進 課 長 橋 口 貴 至

みやざきアピール課長 甲 斐 陸 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 青 山 好 文

県民政策部

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

県民政策部次長
渡 邊 亮 一

（ 政 策 担 当 ）

部 参 事 兼 土 持 正 弘総 合 政 策 課 長
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事務局職員出席者

政策調査課 主査 久 保 誠志郎

議 事 課 主幹 日 髙 賢 治

○髙橋委員長 ただいまから、産業活性化・雇

用対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんいただき

たいと思います。５月８日、第１回の委員会に

おいてそれぞれ各委員からさまざまな御意見を

いただきました。そのことを踏まえまして、執

行部から説明を受けたいと思います。

まず、商工観光労働部に、調査事項でありま

す雇用対策や新事業に関すること、前回の委員

会で資料要求がありました事項等について説明

をしていただきます。次に、県民政策部に、こ

れまでの主な雇用対策として、宮崎県雇用・産

業再生指針について説明をしていただきます。

その後に、７月と８月に予定しております県内

調査の計画並びに次回の委員会について御協議

いただきたいと思いますが、このように取り進

めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから執行部の説明に入ります。執

行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

前回の委員会に引き続き、商工観光労働部に

おいでいただきました。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○高山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、お手元にお配りしております特別委

員会資料の目次に掲げております項目につい

て、まず私のほうから、産業活性化及び雇用対

策に係る重点的な取り組み等について総括的に

御説明させていただいた後に、宮崎県地域産業

集積・活性化基本計画など４つの項目につい

て、担当局長、課長から御説明させていただき

ます。

それではまず、委員会資料の１ページをお開

きいただきたいと存じます。産業活性化及び雇

用対策に係る重点的な取り組み等についてであ

ります。ここでは、平成20年度の部長マニフェ

ストに記載しております今年度に重点的に取り

組む事項のうち、産業活性化と雇用対策に関す

る４つの項目について、その考え方を御説明さ

せていただきます。まず、１つ目、働く場の確

保でありますが、これにつきましては、３つの

視点から取り組みたいというふうに考えており

ます。まず、（１）の企業誘致の促進でありま

すけれども、知事のトップセールスや企業誘致

セミナーの開催、さらには企業訪問機会の増

大、これにつきましては、新たに設置します企

業誘致専門員を活用いたすこととしております

けれども、それを活用した企業訪問機会の増

大、それから、既に立地した企業へのフォロー

アップ、企業ニーズに合った人材育成等を実施

いたしまして、平成20年度は新規企業立地件

数25社、雇用予定者数1,500人を目指すこととい

たしております。（２）の地域産業の活性化で

ありますが、大学等からの技術移転や産学官の

連携、農商工の連携によりまして、本県独自の

新しい技術や新しい産業の創出に努めますとと

もに、新分野へ進出するなど意欲的な中小企業
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の取り組みを支援しますとともに、県内企業の

受発注機会の増大、自動車関連産業との取引拡

大などを目指すことといたしております。

（３）の地域雇用対策の強化でありますが、特

に雇用情勢の厳しい地域に関係機関や団体との

連絡会議を設置いたしまして、地域の自立的な

取り組みを促しながら、雇用拡大を図りますほ

か、雇用推進員による事業所訪問の拡大等によ

りまして、雇用掘り起こしやフォローアップに

努めていくことといたしております。

２の働く人材の育成でありますが、若年者、

離転職者、高年齢者など特性に応じた支援を行

いたいと考えておりまして、特にヤングＪＯＢ

サポートみやざきを中心に、若年者の就職相談

等に応じていくことといたしております。ま

た、関係団体と連携しながら、ものづくり等の

現場を支える人材の育成、例えば若年技術者や

工業高校生に対する現場研修などでありますけ

れども、そういうことを実施することといたし

ております。

３の働く環境の整備であります。働く人が安

心して仕事が続けられるよう、仕事と家庭の両

立や労働条件の改善に積極的に取り組む企業が

ふえるよう、啓発に努めていくことといたして

おります。

４の中小企業金融支援の充実でありますけれ

ども、ことし４月に改正しました県中小企業融

資制度が県内中小企業の経営安定、事業の活性

化等に向けてより一層活用されるよう、周知に

努めていきたいと考えております。

このページの一番下に、平成20年度商工観光

労働部一般会計当初予算を記載しております。

これは前回委員会で御質問のあったものであり

ますが、平成20年度の当初予算額401億円余、こ

のうち金融機関への預託関係予算が284億円余、

差し引きました額が117億円というふうになって

おります。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○矢野企業立地推進局長 企業立地推進局長の

矢野でございます。

お手元の特別委員会資料の２ページをごらん

ください。宮崎県地域産業集積活性化基本計画

の概要について説明させていただきます。

資料には記載しておりませんけれども、この

計画を策定するに至った経緯について簡単に説

明させていただきます。昨年６月に、通称企業

立地促進法と呼ばれております新しい法律がで

きまして、その法律に基づいて各地域で今後ど

のような産業を集積活性化していくかを定めた

基本計画を策定することになりました。この基

本計画を策定いたしますと、計画に基づく企業

誘致活動や人材育成に対する国の補助があるほ

か、立地企業の設備投資に対する減税措置、自

治体への地方交付税による減収補てんなど、各

種の支援を受けることができます。このことか

ら昨年10月に、県、市町村、大学、高専、経済

団体、産業支援財団、ソフトウエアセンターで

構成する協議会を設立いたしまして、基本計画

を策定し、ことし３月25日に国から同意を受け

たものでございます。

それでは、資料のほうに目を移していただい

て、計画の概要について説明させていただきま

す。まず、１の集積区域でありますが、事前に

市町村の意向を確認した結果、日之影、諸塚、

椎葉、西米良の４市町村については工業用地の

確保が困難ということから、今回、26市町村に

ついて設定いたしたところでございます。資料

右側の地図をごらんいただきますでしょうか。

斜線部分が集積区域を設定していない４町村で
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ございます。それ以外の地域が設定市町村であ

ります。このうち灰色で色づけしてある部分が

工業用地として可能性があるということで定め

た集積区域であります。

次に、集積業種でありますけれども、本計画

では４つの分野を設定しております。１つ目が

輸送機械関連産業であり、集積が進む北部九州

との連携や東九州自動車道の整備進捗に伴う物

流環境の改善等を生かした自動車関連産業や航

空機関連産業の新たな集積と既存企業の事業拡

大を図ることとしております。２つ目が電子・

精密関連産業であります。本県で既に一定規模

の集積が進んでおります電子部品・デバイス関

連産業や医療機器等の精密機械関連産業のさら

なる集積と既存企業の事業高度化を図ることと

しております。３つ目がバイオ関連産業であり

ます。本県の豊富な農林水産資源を活用しまし

た食品関連産業や木材関連産業の高付加価値

化、また産学官連携事業等で研究を続けており

ますバイオテクノロジー分野の応用が見込まれ

ます健康・医療、また環境・エネルギー関連産

業などの新事業創出等を通じまして集積拡大を

図ることとしております。４つ目がＩＴ関連産

業であります。本県の豊かな住環境や高速情報

通信インフラ、空港への近接性を生かしたコー

ルセンター、ソフトウエア開発産業などの新た

な集積と既存企業の活性化を図ることとしてお

ります。

次に、成果目標についてであります。本計画

は、同意の日から平成24年度末までの約５年間

の計画としておりますけれども、目標値としま

して、企業誘致件数125社、最終雇用予定者

数5,000人、それに伴う製造品出荷額を現在から

５％伸ばした634億円の増額としております。

最後に、４の目標達成に向けた主な施策であ

ります。工業団地等の整備や人材の育成確保、

また企業の技術高度化支援や戦略的な企業誘致

活動の推進などの施策を関係機関・団体と連携

して進めることとしております。

簡単に達成可能な目標ではございませんけれ

ども、達成に向けて施策を推進し、一件でも多

くの企業立地を目指してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○森工業支援課長 それでは、資料の３ページ

をごらんいただきたいと思います。新産業・新

事業の創出に向けた取り組みでございます。

まず、１の推進体制でございますが、県で

は、新産業・新事業の創出に向けまして、計画

段階から事業化までの各段階に応じまして、適

切な支援を行う体制づくりに努めているところ

でございます。具体的には、中小企業の中核的

支援機関として位置づけております県産業支援

財団、この中に総合相談窓口を開設いたしまし

て、関係機関と連携しながら、産学官連携支

援、研究開発・技術支援、経営支援に取り組ん

でいるところでございます。特に産学官の連携

支援につきましては、エネルギーや食品など６

分野ごとに、産学官の研究者、延べ680名で構成

しております新産業創出研究会におきまして、

大学や工業技術センター等の研究成果の発掘

や、企業ニーズ等のマッチングを行っていると

ころでございます。また、会員数273名のみやざ

き産業クラスター推進協議会におきまして、バ

イオやＩＴ分野での産業クラスターの形成を推

進するなど、産学官が一体となって新産業・新

事業の創出を進めているところでございます。

さらに、国の科学技術振興機構の地域拠点でご

ざいますＪＳＴイノベーションサテライト宮崎

や、大学等の研究成果の技術移転を進めており

ますみやざきＴＬＯなどの関係機関と連携しな
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がら、国等の資金を活用した大型の研究開発プ

ロジェクトの推進や研究成果の事業化に取り組

んでいるところでございます。

次の４ページをごらんいただきたいと思いま

す。２の産学官連携の取り組み状況でございま

す。まず、（１）の国等の資金を活用いたしま

した大型研究プロジェクトの推進状況について

でございます。次の５ページをごらんいただき

たいと思います。この図では、各プロジェクト

のテーマや実施機関、総事業費などを示してお

ります。現在、県内各地域で13のプロジェクト

を進めておりますが、頭のほうに黒の菱形が表

示してあるかと思いますが、この部分がこの13

のプロジェクトでございます。このうち４つの

プロジェクトにつきましては、本年度採択され

たものでございます。本年度採択されたもの

は、まず、都市エリア産学官連携促進事業のみ

やざき臨海エリアでございます。アンダーライ

ンで表示しておりますが、研究テーマは、健康

・安全な長寿社会を支援する水産資源活用技術

の創出でございます。これは、平成17年度か

ら19年度まで実施しておりましたものでござい

ますが、今年度から実用化研究へステップアッ

プするものでございまして、チョウザメに含ま

れますカルノシンなど、水産資源を活用した食

品加工技術などを開発することといたしており

ます。次に、地域資源活用型研究開発事業でご

ざいますが、研究テーマは、ブルーベリー葉を

用いた飲料の開発でございます。これは、地域

結集型共同研究事業におきまして、ブルーベリ

ーの葉にすぐれた機能性があるということが発

見されましたことから、今後は、この実用化に

向けて新たな健康飲料の開発を行うものでござ

います。次に、地域イノベーション創出研究開

発事業でございます。農業温室用の吸収式除湿

機の開発など、２件が採択をされております。

これら４つのプロジェクトの合計で約４億8,000

万円に上る国の支援が得られたところでござい

ます。

４ページにお戻りいただきたいと思います。

先ほどの図でお示ししましたこれら13のプロ

ジェクトでは、既に数多くの新技術が創出され

ておりまして、特許出願は60件に上っておりま

す。主な技術といたしましては、ただいま御説

明いたしました①のブルーベリーの葉を活用い

たしました飲料等の開発、②の杉材の乾燥工程

で排出されます精油を活用した防虫剤等の開発

などがございます。また、③の写真は、県内企

業が工業技術センターのＳＰＧ技術を活用し、

化粧品や食品産業などで利用される装置を商品

化したものでございます。次に、（２）の県単

独事業の実施状況でございますが、県では、新

産業・新事業創出研究開発推進事業等の県単独

事業によりまして、最初御説明いたしました大

学等の研究成果と企業ニーズのマッチングのた

めの研究会や協議会の運営、あるいは産学官の

研究グループによる実用化に向けた研究開発の

支援、これらを行いますとともに、国等の大型

研究プロジェクトの獲得に向けまして、研究の

企画や提案を行う専門家を財団に配置している

ところでございます。平成12年度から18年度ま

で実施いたしました研究開発支援の成果でござ

いますが、商品化されたものが15件、その売上

高は約４億9,000万円となっております。ベン

チャー企業も３社設立されております。次に、

産学官連携の成功事例でございますが、写真に

ありますように、①の工業技術センターのＳＰ

Ｇ技術を活用しました電子機器用はんだ製造工

場の誘致、②の宮崎大学の半導体の製造におい

て活用されます真空紫外光関連技術の事業化な
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どがございまして、今後さらに付加価値の高い

新製品の開発につながることが期待をされてお

ります。

続きまして、６ページをごらんいただきたい

と思います。３の新事業の創出に向けました取

り組みでございますが、県産業支援財団で実施

しました新事業の創出に向けました19年度の取

り組みを中心に御説明をさせていただきます。

まず、（１）の総合相談窓口開設事業でござい

ますが、専門性の高い経験豊富なコーディネー

ター６名と特許流通アドバイザー１名を配置し

ておりまして、平成19年度は910件の中小企業等

からのさまざまな相談に対応したところでござ

います。次に、（２）の専門家派遣事業でござ

いますが、中小企業等が抱える、より専門的な

課題の解決を図るために、各分野から登録した

専門家を派遣しておりまして、19年度は11企業

に対し延べ25回派遣をいたしております。

（３）のベンチャープラザ宮崎開催事業でござ

いますが、中小企業等の販路拡大、資金調達、

事業提携等を支援するため、４社が発表を行っ

たところでございまして、アミノ黒酢、きんか

ん黒酢、牛の発情発見システム「牛歩」、これ

らについて発表がございまして、発表企業と支

援企業、金融機関などとのマッチングの機会を

設けたところでございます。次に、（４）の産

業連携推進事業でございますが、産業支援財団

に産業連携アドバイザーを配置いたしまして、

年間で延べ192社の企業を訪問し、各企業のニー

ズを把握し、企業間の連携を進めたところでご

ざいます。（５）の中小企業経営基盤強化対策

事業でございますが、産業支援財団に設置いた

しております中小企業経営基盤強化基金を活用

いたしまして、新分野進出を目的とした製品開

発、技術開発を行う企業に助成をしたところで

ございます。

７ページをごらんいただきたいと思います。

（６）の創業・新事業挑戦支援ファンド事業で

ございますが、県内の２つの投資ファンドに出

資を行いまして、各ファンドからの投資を通じ

まして、成長性の見込める中小企業の育成を資

金面から支援するものでございます。昨年度は

３社のベンチャー企業に対しまして延べ４件の

投資が行われたところでございます。続きまし

て、これは工業支援課のほうで直接実施してい

る取り組みでございますが、（７）の宮崎県ト

ライアル購入事業者認定制度でございます。県

内の中小企業が開発した製品で、新規性や利用

効果が高いもので、県の機関での購入が見込ま

れるものを認定する制度でございます。昨年第

１回の募集では、18事業者20製品の応募がござ

いまして、うち7事業者の７製品を第１号で認定

したところでございます。

資料にはございませんけれども、本県の企業

の約99％を占める中小企業は、独自に研究開発

や専門人員等を保有できない状況にございま

す。県産業支援財団を通じた相談体制や新技術

開発、販路拡大支援などで新商品開発や新事業

の創出に引き続き努めてまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上でございます。

○金丸地域雇用対策監 それでは、続きまし

て、出稼ぎ労働者及び正規雇用・非正規雇用の

現状について御説明いたします。

資料の８ページをごらんください。まず、１

の出稼ぎ労働者職業紹介の状況についてであり

ますが、出稼ぎ労働者の定義について申し上げ

ますと、１カ月以上１年未満、居住地を離れて

就労し、就労期間経過後は居住地に帰る者とい

うことになっております。また、最近３カ年の
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状況は資料の表に示しているとおりであります

が、平成19年度について申し上げますと、①の

欄に示しておりますように、月平均で574件の求

人があり、③の欄でありますが、１年間で421名

の方が就職されたところであります。①②は月

平均、③は年間の数値でございますので、よろ

しくお願いいたします。18年度と比較いたしま

して約200名の減、行き先としては３分の２が愛

知県となっております。

次に、２の正規雇用・非正規雇用の状況につ

いてであります。（１）の本県及び全国の状況

につきましては、平成14年の就業構造基本調査

によりますと、本県におきましては、正規雇用

が68.6％、非正規雇用が31.4％となっており、

全国とほぼ同じ割合になっております。また、

非正規雇用の内訳といたしましては、約半数が

パート労働者、約20％がアルバイトで、残りが

派遣社員や契約社員となっており、平成９年と

の比較で申し上げますと、非正規雇用が23.5％

でありましたので、その割合が7.9ポイント増加

しております。なお、就業構造基本調査は５年

ごとの調査でありまして、平成19年の調査結果

につきましては、本年７月以降に公表される予

定になっております。次に、（２）の最近の全

国の状況につきましては、非正規雇用の割合

は、平成17年が32.6％、18年が33％、19年

が33.5％となっており、毎年0.5％程度増加して

おります。また、昭和60年の非正規雇用の割合

は16.4％でありましたので、この20年の間に倍

増しているような状況にございます。非正規雇

用の増加は社会全体としての影響が懸念される

ことから、国におきましては、このたびの新雇

用戦略において今後３年間で100万人の若者の正

規雇用化を図るなど、重点的な取り組みをする

こととなったところであります。県におきまし

ても、ヤングＪＯＢサポートみやざきを中心に

取り組みを進めてきたところでありますが、今

後とも、宮崎労働局など関係機関との連携強化

を図りながら、若年者に対するきめ細かな就職

支援に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、緊急地域雇用創出特別基金事業

について御説明いたします。

資料の９ページをごらんください。まず、１

の趣旨でありますが、平成12年後半から雇用情

勢が悪化したことを踏まえ、臨時応急の措置と

して国が造成した基金を活用することにより、

公的部門における緊急かつ臨時的な雇用・就業

機会の創出を図るために、実施されたものであ

ります。事業期間は、２にありますように、平

成13年度の12月から16年度までの４年間であり

ます。次に、３の対象事業につきましては、国

の推奨事例を参考に、県または市町村が企画し

た新たな事業で、土木・建設事業は対象外であ

りました。また、（４）にありますように、あ

くまでも原則６カ月未満の臨時的な雇用であ

り、安定的な雇用を創出するという性格の事業

ではなかったということでございます。次に、

４の交付総額及び５の新規雇用者実績でありま

すが、県、市町村合わせて４年間で約58億円を

支出し、5,127人の雇用を生み出したところであ

ります。

説明は以上であります。

○髙橋委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑などがありましたらお願いいた

します。

○福田委員 雇用の関係ですけれども、お聞き

したいんですが、常任委員会であったかもしれ

ませんが、アミューズメントビジネスを展開し

ていますアリサカが会社更生を出しましたが、

これの雇用の影響や、あるいは県内のかなりの
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機関が、銀行が融資していまして、決算の修正

等が行われていますが、この問題、あるいは今

後どういう事業が再開されるのか、その辺わ

かっていれば雇用の面からお聞きしたいんです

が。

○金丸地域雇用対策監 アリサカの件について

でございますが、会社更生法ということで現在

更生計画を策定し、スポンサー企業等を見つけ

ておられるということで、雇用につきまして

は、現時点では解雇等の措置はされていないと

いうことで聞いております。ハローワーク宮崎

を中心に情報収集等に当たっておられるところ

でございまして、昨年も都城の建設会社が、日

成東建設ですが、会社更生を申請されたと同じ

ように、途中で解雇等が発生すれば、労働局を

中心に私ども連携しながら、早期離転職あるい

は雇用保険の受給がすぐに受けられるような取

り組みをしていきたいと。今はまだ更生計画の

策定中、スポンサー企業等を探しておられると

ころというふうに聞いております。

○福田委員 現状では更生計画の策定中であっ

て、雇用は継続されると。なおかつ、県内の金

融機関でかなり大きい金額の貸し倒れが発生し

ておりますから、更生計画等にも影響があると

思いますが、宮崎を中心に全国展開しているか

ら、宮崎の本店がうまくいかないと雇用の継続

は難しいんじゃないかと思っているんですが、

その辺はまだこれからの問題ですか。

○金丸地域雇用対策監 委員が言われましたよ

うに、全国展開しておりますので、各県と連携

しなきゃいけないんですが、国によりますと、

本社が宮崎ということで宮崎労働局が中心に

なって、国サイドでは各県の労働局と連携しな

がら、対策を進めるということで聞いておりま

す。

○萩原委員 １ページを見てください。企業誘

致の促進の中で「企業ニーズに合った人材育成

等を実施し」とありますが、その具体的な方法

を教えてください。

○矢野企業立地推進局長 企業から求められる

人材、いろいろありますけれども、まず、工場

におけるオペレーターの方とか、開発技術をさ

れる方、そういう方があります。今一番私ども

が企業から求められている人材は、専門的な高

度な技術を持っている方が一番欲しいという話

を特に聞いております。それで、宮崎大学等

と、工学部と連携しまして、例えば半導体の人

材育成の勉強会、これは工業支援課のほうで今

取り組んでいるんですけれども、そういうのを

やっております。それから、商業支援課のほう

で取り組んでいるのがソフトウェアセンター、

この企業立地促進法に基づいた助成措置を活用

して、誘致前のＩＴ関係の人材育成、誘致後の

社員の方の教育、レベルアップ、そういうよう

な取り組みをしているところでございます。

○萩原委員 ということは、具体的なメニュ

ー、プログラムはあるということですね。

○矢野企業立地推進局長 お見込みのとおりで

す。

○萩原委員 ２点目、「自動車関連産業との取

引拡大を目指す」と書いてありますが、具体的

にそういう人脈とか見通しはあるんですか。

○森工業支援課長 自動車関連産業との取引拡

大につきましては、まず第１点が、自動車産業

関連の振興会を立ち上げまして、現在、ホンダ

ロックの社長さんに会長になっていただいてお

りますけれども、そこでいろんな品質の勉強会

とか、そういうものをやっております。あわせ

まして、県のほうで、北九州のほうに取引開拓

のアドバイザーを１名配置いたしまして、そこ
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でいろんな情報収集、県内企業への受注の情

報、こういったことをやっております。もう１

点は、宮崎県の工業会、こちらのほうで専門家

派遣事業というのをやっておりまして、自動車

関連産業につきましては、かなり品質の高い製

品をつくるということがございますので、専門

家の方がいろんな工場の製造工程の改善である

とか、そういったことを指導しながら、受注が

行われやすいような技術力の向上に努めている

ところでございます。

○萩原委員 ということは、光が見えていると

いうことですね。

３点目、働く人材の育成のところで「ものづ

くり等の現場を支える人材の育成に努める」

と、具体的に教えてください。

○押川労働政策課長 御案内のように、県の産

業技術専門校ですとか、雇用能力開発機構、県

の能力開発協会、またあわせて県下に19校あり

ます認定職業訓練校等と連携をしながら、いろ

んな教育訓練を実施しております。県がやって

おります委託訓練の中で、離転職者対象コー

ス、若年者対象コース、母子家庭等の母等を対

象にしたコース、障がい者を対象にしたコース

等々、県の委託事業で実施いたしておりまし

て、昨年度で総入校者数が310名、就職までたど

りついた人が205名、このうちいらっしゃいまし

て、就職率が66.1％というような状況になって

おります。

○萩原委員 建設関連産業を離職あるいは退職

あるいは解雇された人たちの人材が相当数に

上っていると思うんですけれども、そういう人

たちを対象にしたようなプログラム、メニュー

というのはないんですか。例えば県土整備部と

連携をとるとか、県建設業協会と連携をとると

か、これは大きな、125社5,000人雇用というけ

れども、一方ではそれと同等の数字ぐらいの離

職者が出る可能性があるわけです。そういう人

たちは、兼業農家の人が結構多いんですけれど

も、農業はしていないけれども、退職した、離

職されたばかりに、飯が食えないという方が大

分多いんです。同時に、この人たちは派遣じゃ

なくて、臨時雇用、季節労働みたいな関係もあ

りますから、そういう人たちのプログラムみた

いなものはないのかどうか。

○金丸地域雇用対策監 建設業協会と労働局、

それから私どもと県土整備部で建設雇用対策改

善推進会議というのをつくっておりまして、庁

内会議と庁外とあるんですが、そこでそういう

ことを含めて今議論をしているところでござい

ます。議論の中身が、県に何とかしてくれとい

うようなことばかり来るものですから、協会と

してどうありたいのか、どういったことを今後

取り組みたいのかということをまず出してくれ

ということで、再来週に２回目の会議がござい

ますので、またその中で議論をしていきたい

と。今のところはこういったメニューをという

のが出ておりませんで、雇用能力開発機構が

やっております既存の職業訓練メニュー、そう

いったところでしか題材としては出てきており

ません。ただ、ことし初めて宮崎労働局と私ど

ものほうで地方指針というのをつくったんです

が、その中では、標準的に見ますと、雇用保険

を受給できる期間が例えば６カ月あります。そ

れのできるだけ早い機会で離転職ができるよう

な取り組みをしていきましょうということで、

今、勉強といいますか、調査を始めたところで

ございます。

○中野委員 関連。今、行政改革で建設業が倒

産して失業した人、この数字はどれぐらいしっ

かりとっているものですか。
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○金丸地域雇用対策監 雇用保険の受給者数で

申し上げますと、昨年度１年間、19年度でトー

タルで約1,700名の方が建設業から離職されてい

る状況でございます。18年度の場合は約100名、

取得と喪失がほとんど一緒でしたので、18年度

はほとんど出入りがなかったんですが、19年度

につきましては、雇用保険の統計では約1,700人

が離職しているという状況です。

○中野委員 雇用保険を掛けている人はそうい

うふうに出るけれども、いわゆる日々雇いの人

たちは出てこんわけです。そういう対策会議

やっているんだったら、これは一回しっかりと

らえるべきだと思うんです。結局そういう人た

ちというのは、ＩＴ企業で働くとか、そういう

ところには働く場所がない。結局は出稼ぎに

行って、名古屋に行ったりとか、そういうこと

になっているわけで、行政改革の一環としてそ

れだけの失業者が出たというのは、県土整備部

も含めてしっかり……。東諸で調べたら1,200人

ぐらい従業員がいたんですが、その後、調べて

いないけれども、ぜひそれは県土整備部と一緒

になって、保険を受けている人以外も含めて、

逆にこの人たちのほうが厳しいわけです。ぜひ

それはしっかり数値をとってもらいたいと思い

ます。

○萩原委員 関連。対策監、今、何でもありの

世の中で、雇用保険は集めているけれども、会

社の事業主が猫ばばしたりというのは、事件に

ならないと表に出てこないんです。その辺の

チェックはどこがするんですか。

○金丸地域雇用対策監 各ハローワークでやる

ことになると思います。雇用保険の関係はハロ

ーワークでやっております。そういう話は今の

ところ私は聞いておりません。

○萩原委員 事件でよくありますね。社会保険

のあれで、保険を払っているはずだが、事業主

が猫ばばしてドロンして、その間、払っていな

いと。本人は払っている。給料から差し引かれ

ているから。そういうもののチェックは、事件

になればわかるけれども、事件になる前に企業

に対してハローワークのほうしかできないの

か、県としてそういうのはチェックできないか

なと思って。

○金丸地域雇用対策監 宮崎労働局と定例的に

協議をしておりますので、県の窓口は私で、労

働局の窓口は職業安定部長でございますので、

その中で情報収集といいますか、調査してみた

いと思います。

○中野委員 今、建設業は営業努力してもめど

が立たないという状況の中で、運転資金を含め

て、保証依頼、これは実態としてどうなのか…

…。銀行そのものも減っていると思うんですけ

れども、改革前と改革後の保証件数、建設業に

対して銀行の融資というのは皆目難しいと思う

けれども、データがなければ後でいいです。建

設業の保証件数をしっかり一回出してもらいた

い。

○古賀経営金融課長 まず、19年度と18年度の

状況を申し上げたいと思いますけれども、保証

債務残高が19年度と18年度を比較いたします

と、金額で100.2％ということで、18年度と19年

度の貸し付けはそう変わっていないという状況

です。最近、そういった面で貸し渋りが起きて

いるんじゃないかというようなものが当然懸念

されるわけですけれども、全体で申し上げます

と、前年度に比べまして件数で保証承諾したの

が、去年の４月、５月、ことしの４月、５月で

すけれども、比較いたしますと、件数では106.9

％の伸び、金額でも111.5％の伸びということ

で、保証つきについては伸びているというのは
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把握いたしております。そういった厳しい状況

は聞いておりますので、確実に困っている方に

融資ができるような方法というのを今後ともお

願いいたしたいと思っております。

○中野委員 その数は、今度、建設業対策で制

度をつくったですね、あれも入れての件数にな

るのか。あれは保証つきじゃないのかな。

○古賀経営金融課長 保証つきでございます。

それにつきましては、まだ２カ月しかたってい

なくて、申し込みが余りないんですけれども、

実績としては数件上がってきております。

○米良委員 さっき緊急地域雇用創出特別基金

事業でいろいろお話がありましたが、２～３お

聞かせをいただきたいと思うんですが、13年か

ら４年間で取り組んだ58億、その後のこの人た

ち、5,127人の動き、皆さんたちのほうでは、こ

の人たちがこれまで働いてきて、その後どう

なっているのかという、その事後処理という

か、事後のそういうものは調査しなくていいん

ですか。例えば、雇用就業機会の創出効果が高

い事業を対象事業として絞って就職をさせたと

いうことですけれども、これは６カ月未満で終

わるわけでしょう。その後の皆さんたちの行く

先々の就業というのは、動向というのは、皆さ

んたちのほうできちっと把握をして、今後にど

う反映をさせていくかというのは考えなくてい

いんですか。暫定的な就業の場ということでい

いんですか。どうですか。

○金丸地域雇用対策監 この事業は、先ほども

申し上げましたように、失業保険をもらって仕

事を探すんではなくて、短期臨時的な仕事の場

を６カ月間つくるので、仕事をしながら次の仕

事を探してくださいという事業でありまして、

その後のフォローアップについては特に調査は

されておりません。また、求職票でありますと

か、そういう個別データで追いかけていかない

となかなか厳しいところがあるというような状

況でございます。

○米良委員 課長、それでは問題だと思うんで

す。国からそういうものがおりてきて、特別基

金としてこれを活用して６カ月間雇った。皆さ

んたちのその後のフォローはしませんとおっ

しゃいましたけれども、それが一番大事じゃな

いでしょうか。結局はただそれで終わりでしょ

う。４年間の暫定的な措置で終わったと。本県

における5,000何がしかの皆さんたちがどういう

就業状況でその後歩いてきているかという、そ

ういう調査あたりはしないと、ただ単なる国か

ら交付金が来たからこれをやったということの

一時しのぎにしか私は聞こえないんですけれど

も、そういうことでいいんですか。

○金丸地域雇用対策監 この事業は、先ほども

申し上げましたように、あくまでもそういう事

業でありましたので、ただ、16年度からは雇用

・産業再生指針をつくって、県としての雇用対

策を続けてきたところですので、４年前のこと

ですから、果たしてさかのぼって調査できるか

どうか、県民政策部のほうとも協議して、私

は、委員おっしゃるようにフォローが必要だっ

たんじゃないかと思いますけれども、果たして

どこまでできるかというのはわかりませんの

で、協議をさせていただきたいと思います。

○米良委員 そこあたりを調査、そしてこれか

らのそういう動向に反映をしていくのが行政の

一つの役割じゃないかと思うものですから、こ

れ以上申し上げませんが、5,127名の市町村ごと

のデータがありましたら、また後ほどでもいい

ですから、わかれば。

○髙橋委員長 後で資料として出してもらって

結構です。
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○米良委員 産学官の連携の取り組みですが、

産学官の連携の取り組みというのは、恐らく10

数年、長い歴史があると思うんですけれども、

多大な財政投資をして、それなりの成果は上げ

ておるとは思いますけれども、４ページで見ま

すと、新たにまた取り組みが始まっていくとい

うわけですが、今まで特許の出願は60件以上に

上ったという、その成果、あるいは売上高が４

億9,000万あったとか、ベンチャー企業の設立が

３社とか、いろいろ出ていますけれども、その

成果が県民にいい面でどう移っていくのかとい

う、その成果がなかなか見えていないんじゃな

いかと思うんですけれども、そこらあたりはき

ちっと県民に知らしめて、これからのまた取り

組みを始めるというのが筋じゃないかと思うん

ですが、そこあたりはどうなんですか。

○森工業支援課長 その点は私どもも、どう

やってこういった成果を県民の方に理解してい

ただく、どういう成果が出たということをお知

らせしていくべきかということを考えておりま

して、今後、マスコミ、新聞とか、そういった

ことも通じまして、いろんな情報を提供してい

きたいと思いますし、例えば、都市エリアの事

業でございますけれども、本年度新しく採択に

なったわけでございますけれども、これにつき

ましても、新聞等のほうに積極的に報道いたし

まして、宮日新聞のほうで大きく取り上げてい

ただいたというふうな状況でございますので、

そういった形でいろいろ成果を県民の方にお示

しをしていきたいというふうに考えておりま

す。

○米良委員 何かそういう点ではもう少し足り

ない部分があって、そこにこれから意欲を燃や

していく、産業、経済の人たちがそういうもの

に倣ってどんどん取り組んでいくという姿が見

えないものですから、申し上げたわけでありま

すけれども、特に必要じゃないかと思うんで

す。

それから、２ページでございますが、これも

向こう５年間ということのすばらしい数字が出

ております。125社の最終雇用予定者が5,000人

ということでありますが、その集積区域が26市

町ということが出ていますけれども、現在の時

点においてその26の市町とはどういう詰めを

やっておられるのか、今からですか。どうなん

ですか。これは26市町に網羅して隅々までそう

いう集積を図っていくという理解でいいんです

か。

○矢野企業立地推進局長 この26市町、４つの

町村は除いてありますけれども、これは調べた

結果、一定の大きな工業団地ができないという

ような理由等で参加されなかったんですが、そ

の他については一緒に取り組むということ

で、26市町への誘致に私どもも一生懸命取り組

んでいきたいと思っています。ただ、その地域

ごとにいろんな特徴とか、物流の体制とか、い

ろんな問題、課題がありますので、一つずつ、

協議会を設けておりますけれども、その中で地

域ごとの戦略を立てながら進めていきたいとい

うことで思っております。

○米良委員 全体的なそういうことで計画され

るということでありますが、26というのにはそ

れぞれ地域性があったり、あるいは環境的に相

違があったりしますね。その場合に、高度な技

術関連産業が集積をするというところについて

は不可能なところがやっぱりあると思うんで

す。そういうことを考えますと、これ以外の集

積区域における業種、どういうものを考えてお

られるのか、そこあたりは、今、無理だと思い

ますけれども、どういう業種を考えてこれから
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取り組もうとするのか、そこ辺わかっておれば

教えてください。

○矢野企業立地推進局長 確かに県央部は先端

企業があり、県北部には旭化成等がありますけ

れども、それ以外の地域等ですけれども、それ

については、本県の強みであります食品関連産

業とか、そこの資源であります水を生かしたよ

うな産業を興していきたいと考えておるところ

です。

○中村委員 教えてほしいんですが、７ページ

を見ていただけますか。（６）として創業・新

事業挑戦支援ファンド事業というのがあります

ね。県内の２つの投資ファンドに出資して、そ

こからまた３社に４件、２つのファンド双方か

ら投資したと。これは県が投資ファンドに投資

して、その投資ファンドからまた投資がなされ

たという理解でいいですか。

○森工業支援課長 県の出資と金融機関の出

資、これでファンドを創設いたしまして、その

中から中小企業のほうに投資をしているという

仕組みでございます。

○中村委員 ファンドをつくったんですか。創

設したんですか。

○森工業支援課長 県と金融機関でファンドを

創設しております。

○中村委員 そういう意味ですか。普通のファ

ンドだったら、いろんなリスクを伴うんじゃな

いかということがあって、そういうリスクを伴

うことがあるようなファンドであれば困るがな

という気がしたので、書き方によって。

○森工業支援課長 説明がちょっと足りません

でしたけれども、県から産業支援財団に無利子

で貸し付けをいたしまして、それからファンド

のほうに、２つのファンドがございますので、

各5,000万ずつ出資をいたしております。宮崎銀

行のほうから約２億4,900万、これで１つのファ

ンドで、合計で３億円のファンドをつくってお

ります。もう一つ、太陽銀行と協調しまして、

同じようなファンドをつくっております。ファ

ンドという形をとっておりますけれども、どう

しても成長性のあるベンチャー企業ということ

でございますので、リスクがあるということで

ございますので、通常の融資という仕組みでは

なかなか資金面での応援ができないのではない

かなということで、こういう方式をとっており

ます。審査につきましては、金融機関等でかな

り熱心に審査をしていただいて出資をしており

ますけれども、県といたしましてもいろんな支

援策等も講じながら、順調に事業が行われ、成

長しますように対応していきたいと思っており

ます。

○中村委員 よくわかりました。

先ほど説明があって、建設業は19年度に1,700

名ぐらい解雇されたということです。話があっ

たように、そのほかに日雇いとかそういった分

があって、それを総体すると、幾らになるかわ

かりませんが、2,000か2,500とかいう数字にな

るのかなと思いますが、せっかく皆さん方が御

苦労されて、例えば、平成24年まで5,000人の雇

用を目指すといっても、一方ではそれに近い数

の人たちが雇用の場を失うということになれ

ば、知事が言っていたように雇用創出をするこ

とにならないと思うんです。商工観光労働部あ

たりからも、県土整備部あたり、知事あたりに

意見具申をしなくちゃいけないんじゃないかと

思うのは、一般競争入札というのが果たしてそ

んなに透明度が高いものなのか、業者の人たち

を苦しめているのが明らかにわかっているので

あれば、ほかの県でも指名競争入札に戻したよ

うに、指名競争入札で透明度を高める方法があ
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ると思うんです。そういうことをしていかない

と、あなた方が一生懸命苦労して雇用の確保を

図ったにしても、積み上げた後からどんどん崩

れていくような状況になっているんじゃないか

というふうに思うんですが、県土整備部だけ

じゃなくて、総務部あたりとも商工観光労働部

はよく話し合って、縦割りじゃなくて一緒に

なって雇用の創出を考えていかないと、せっか

く築き上げても何にもならないような気がする

んですが、その辺は連携をとっていただきたい

と思うんですが、部長、どうですか。

○高山商工観光労働部長 今、委員のおっ

しゃった点ですけれども、県土整備部のほうで

競争入札関係とかいろいろ工夫されて、できる

だけ業者の方にいいような形でいろんなシステ

ムを考えようと、工夫していただいているとい

うふうに思っています。個別に私どもと県土整

備部のほうとその制度自体に対していろいろ相

談、協議とかいうことはございませんけれど

も、雇用確保というのは非常に大事でございま

すので、これからもその実情等は県土整備部の

ほうにもお話はしていきたいというふうに思っ

ております。

○中村委員 皆さん聞きたいことがたくさんあ

ると思いますから、私は最後にブルーベリーの

話を聞きたいと思います。後で余った時間でお

願いします。

○髙橋委員長 ほかに質疑はございませんか。

○井上委員 今の中村委員のにちょっと関連し

ているんですけれども、企業誘致はしていただ

かないといけないし、雇用の拡大というのを絶

対やっていただきたいと思うんですが、と同時

に、宮崎県内にある企業の動向、健全経営とい

うか、きちんと経営ができて雇用が安定してい

くような状況にあるのかということと、企業ご

との分析をして、県の行政で支援できるものに

ついては、例えば品物を県内の企業のものを優

先的に使うだとか、そういうことも含めての支

援体制みたいなのがちゃんと分析できているの

かどうかというのが、私も今回の議会の質問等

で聞いていても、なかなかそこが理解できない

という状態でしたので、ぜひそこはどうなって

いるのかを聞かせていただきたいと思います。

○矢野企業立地推進局長 企業立地の面からお

話しさせていただきたいと思います。企業誘致

で抱えている課題としまして、団地不足とか、

人材育成、技術力の向上、物流の問題、この４

つありますけれども、そういう面で宮崎県の企

業が構造的な問題を抱えておりまして、なかな

か立地が進まない、産業として拡充が難しい、

こういう問題があります。私ども、特に技術力

につきまして、誘致した企業が地元から調達し

たい、そういう取引関係は以前からずっとあっ

た問題ですけれども、なぜこれができないか、

そういうところにまで踏み込んでいろいろ検討

しているところです。例えば、大量発注に地元

の企業では応じ切れない、そういう問題がまず

あります。それと、技術力がコスト的な問題と

納期とかそういう問題で追いつかない、そうい

う問題もございます。そういうところをどう解

決していくかということで、今、誘致企業と地

元の企業の間でそういう取り組みをしようとい

うことで、例えば大量発注については一企業で

押さえられないんだったら、複数の地元の企業

が組んで対応しよう、技術力については、今、

延岡でも動いておりますけれども、高度なノウ

ハウを持ったコーディネーターを呼んで、地元

の企業の設計技術とかそういうものを向上させ

ようと、そういう取り組みをしているところで

ございます。
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○井上委員 言われることはよくわかります。

わかるんですが、結局、地域産業の集積と活性

化基本計画の概要というのをきょう説明してい

ただきましたけれども、地元にある企業、地元

で起業した企業、いろいろあるわけです。小さ

いながらも発信力を高めるというか、そういう

ために努力をしている企業というのもいっぱい

あるわけです。これはおもしろいんじゃないか

という企業があっても、企業誘致に視点が行っ

ているものだから、なかなかそこを支援すると

いうことになっていないわけです。そこの企業

なんかは小さいけれども、自分で発信力を高め

て、東京あたりででも関東地域の中にも販売活

動というか、その努力をせざるを得ないという

ことがあるわけです。もう少し県内の企業の、

活性化基本計画で多分そこは網羅されていくの

であろうと思うんですけれども、丁寧な分析

と、そこにどういう企業があって、どういうふ

うに現実に動いているかということをどこかで

きちんと把握をして、そこから発信していくと

いうことを持たないといけないのではないかと

いうふうに思います。先ほど言われたように、

県内にある企業がつくり上げたものを活用しつ

つ、どうやってその企業がずっと存続していけ

るようにしていくのかということがとても大事

なのではないかと思うんです。別にその企業の

人たちというのは、県から融資をしてもらった

り、継続した融資を望んでもいなくて、その企

業企業が努力をしているわけです。そこに対し

ての視点というか、そういうものをきちんと持

ちながら、この活性化計画の基礎的な部分のと

ころをきちんとしていただかないと、企業誘致

だけに目が行って、企業誘致に多額の金額を

使っているだけで、本当に雇用が生まれるのか

どうか、雇用が安定するのかどうか、そこが非

常に心配をされているところですけれども、最

後に、部長にそのことをお聞きしておきたいと

思います。

○高山商工観光労働部長 最近よく申し上げて

いるんですけれども、県内の産業を発展させる

ためには２つの柱があって、企業誘致、地場企

業の振興という２つの点があると。なぜ企業誘

致を進めるかといいますと、直接雇用の増大が

見込めることが１点と、宮崎県内、企業集積が

そう高くありませんので、産業の厚みをふやす

ことによって地場企業にとっても取引の拡大の

可能性があると、そういったものがある。それ

で企業誘致を１つの柱にしていると。地場企業

の関係につきましては、今おっしゃいましたよ

うに、一生懸命頑張っていらっしゃる企業がた

くさんございます。その辺の方々の状況を私ど

もよく調べて、実情を知って、その方々の話を

聞いて、その方々がどういった支援をしてほし

いと、県にやれることは何があるか、その辺を

いろいろ集積しながら、新しい施策につなげて

いくとか、そういった努力を今進めているとい

うところでございます。

例えば、今回ありましたトライアル発注制度

につきましても、新しい地場企業の関係で、新

しい製品をつくったところに対して試験的にと

いいますか、県が随契で入れるようにすると

か、そういった制度がありますし、例えば東京

あたりのＰＲのときには、東京の宿舎のほうに

フロンティアオフィスといいまして、部屋を用

意しまして、そこにいて向こうで取引拡大した

いとか、市場を開拓したい、そういうときに安

くで使っていただくとか、そういった制度も

やっております。そういったものも個別にやっ

ておりますけれども、まだまだ私どもも努力を

しなければいけないところもあると思いますの
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で、いろいろ情報収集しながら頑張っていきた

いと思っております。

○丸山委員 引き続き活性化基本計画について

もう少し教えていただきたいんですが、３に書

いてある目標で、125社、出荷額増加が634億

円、雇用5,000人ということですが、細かい４

つ、分野が、業種が分かれているんですが、そ

れぞれの目標とかされて積み上げがこういう形

になったという個別な考え方があれば、教えて

いただきたいんですが。

○矢野企業立地推進局長 ４つの柱で企業誘致

しようとしていますが、個別のそれは特に考え

てはおりません。全体で125社、５年間、誘致し

ようということで考えています。ただ、今、企

業の動向で一番投資をするというような企業と

か、そういうのを探しながら私どもは動いてい

ますので、今はＩＴ分野とか、自動車産業と

か、太陽光発電とか、新エネルギー、この関係

が強みかなと思って、地域としましては、東海

地方、中部地方、この辺を小まめに誘致活動に

回っているところでございます。

○丸山委員 よく知事の言葉で100社１万人雇用

というのがあって、実質は5,000人が雇用で、ほ

かの5,000人は農家とかそういったので入ってい

るんですよというふうに、あいまいな数字には

なっていないというふうに今回は思っていいで

しょうか、今回の5,000人という雇用の目標の数

字は。

○矢野企業立地推進局長 マニフェストの雇用

１万人につきましては、全体の計画としており

ますが、私どもの企業誘致で目指すものは、年

間1,000人というのを目標にしております。た

だ、部長のマニフェストは1,500ということで

今、考えていますけれども、一生懸命やりたい

と思っています。ことしはダイシンキャノン

が300名、ヤマトコンタクトセンター、こちら

が400名、こういう大口が２つ既にありましたの

で、引き続き雇用創出の大きい企業をねらって

いきたいと思っております。

○丸山委員 企業誘致はお願いしたいと思いま

す。

産学官連携でアドバイスも少し含めていただ

きたいんですが、私の地元の野尻町に地域資源

作物センターという、薬草とかハーブとかを研

究されているところが農政サイドであるんです

が、そこができて７年ぐらいたっているんです

が、なかなか広まりがないということで、この

前、対策会議を開いたんです。地元に四位農園

という大きな農園さんがあって、そこが伊藤園

という大きな飲料メーカーとつながりがあるも

のですから、そこが今、中国関係のお茶とか除

外して日本に入っていっているけれども、もう

少し成分をいろいろやるためにというところで

研究に既に入っていて、リサーチをかけている

ということで、なおかつ薬草関係が９割以上が

中国から輸入されているということになると、

その辺、すき間産業があるんじゃないかという

ことで協議をしているものですから、これをう

まくかみ合わせていくと、産官の連携がうまく

できていって、それが地域にできるんじゃない

かと思っているんです。そういったときに、商

工はやっているかもしれんけれども、農政サイ

ドが本当にその辺まで考えているのかなと思う

と、余り考えていない、ただ研究しているだけ

でというような気がするものですから、県庁内

部の産官連携はどの辺までやっているのかをお

伺いしたいと思っているんですが。

○森工業支援課長 先ほど産業支援財団の役割

というのを少し御説明させていただいたんです

けれども、ここの中にプロジェクトコーディネ
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ーターという専門職を１名配置しておりまし

て、この方が、産学官の中小企業からの相談が

あった場合にいろいろコーディネートをいたし

まして、別に商工関係だけではなくて、農政関

係のいろんな事業であるとか、そういったもの

を組み合わせしながら、こういうふうにやった

らどうですかというふうなことを今、財団のほ

うでやっているところでございます。これが１

つ。それから、今後、国のほうで法律制定いた

しましたけれども、農商工連携の促進法、これ

に基づきまして、商工、農政サイドのほうと連

携しながら、先ほどのお話のありましたような

いろんな研究開発であるとか、新商品開発であ

るとか、そういったものにも取り組んでいきた

いというふうに考えているところでございまし

て、これの地域連携力拠点というものを、国の

ほうから制度を導入いたしまして、産業支援財

団の中に今度設置をしたところでございます。

こちらのほうを中心にしながらやっていきます

けれども、県庁内部におきましては、農政関係

の部局と商工関係の部局、事務レベルでござい

ますけれども、連絡の調整会議を先般発足させ

たところでございますので、こういったものを

通じながら、庁内全体で連携をとりながら推進

をしていきたいというふうに考えております。

○丸山委員 要望ですが、どちら側から相談

じゃなくて、商工サイドでこういったものを

持っているんであれば、何かないですかという

ふうにこちらから呼びかけるというか、それぐ

らいの気持ちがお互い農政サイドも商工サイド

も、恐らく林務サイドもあると思いますので、

宮崎県は第１次産業が大きな産業であるという

ふうに思うので、そことの連携、それを1.5次産

業にしていくことも、お互いが呼びかけていく

ということをぜひお願いしたいと思います。

○新見委員 １ページの大きな２、働く人材の

育成、大事な観点だと思うんですが、育成の前

段階といいますか、そういった人材の見つけ出

し、掘り起こし、昨年の一般質問で私は、ニー

ト支援の一環としての地域若者サポートステー

ションの質問をしました。これについては先

月、やっと宮崎にも設置されました。本当によ

かったと思っております。今回のサポートステ

ーションに幾つの団体が手を挙げて今回の、こ

れは株式会社でしたね、ここに決まっていった

のか、それと、国の委託料は幾らなのかをまず

お聞きしたいと思います。

○金丸地域雇用対策監 地域若者サポートステ

ーションについてでございますが、まず、手を

挙げてきた団体でございますが、県内が１社、

全国展開している会社が１社の２社でございま

して、県のほうでは２社とも推薦をいたしまし

て、厚生労働省のほうが株式会社宮崎コミュニ

ティカレッジを指定したという状況でございま

す。実際の契約金額についてはまだ把握してお

りませんけれども、限度額は1,400万余になって

おります。

○新見委員 立ち上がってから１カ月ちょっと

ですけれども、やはり行政とのかかわりが非常

に重要になってくるんじゃないかと思うんで

す。警察なり、教育分野なり、その辺のこの会

社とのかかわり、人的な支援も含めてどういう

取り組みをされているのか、教えていただきた

いんですが。

○金丸地域雇用対策監 この事業は、略称サポ

ステといっていますけれども、サポートステー

ションをつくるだけじゃなくて、その前提とし

て、県が主体的に若者自立支援ネットワークを

つくりなさいということになっておりまして、

例えば労働関係の機関でありますとか、福祉の
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団体、機関でありますとか、あるいはひきこも

りであるとか、そういう方をサポートしている

ＮＰＯでありますとか、そういう団体で７月中

にはネットワーク会議を立ち上げて、年に何回

かの情報交換、後は、個別のケースごとに、関

係する機関、例えばこれまでひきこもりの団体

が支援してきたというのであれば、そこと意見

交換しながら、一緒に支援していくというよう

なことで進めていきたいというふうに考えてお

ります。

○新見委員 一人でも多くのニートの方々が社

会復帰できるようにしっかり取り組んでいって

いただきたいと思います。

○中村委員 さっき産学官の問題で米良委員か

らもお話が出たんですが、目に見えないところ

でしたが、４ページに、本県産ブルーベリーの

葉の肝がんの発症予防等にすぐれた機能性があ

る、こういうのが出ていますが、実は私は今、

ブルーベリーを18本持っているんです。これぐ

らいの実がなって、今、熟れかかっています。

何で18本持っているかというと、この前、挿し

木を150～160本したんですが、知的障がい者の

子供たちが、私、理事長をしていて、43名いる

んですが、この子供たちのために、ブルーベリ

ーを植えて、ちぎった実でジャムをつくるなり

して、県の農業総合試験場で指導を受けて、食

品加工センターでも指導を受けたんですが、葉

が非常にいいということは前に聞いたことがあ

るんですけれども、非常に興味を持っているん

ですが、飲料等を開発中ということですが、ど

の辺まで今それが進んでおるんでしょうか。

○森工業支援課長 これはお茶を想定して、タ

ーゲットにしておりますけれども、試作品は一

応できております。今度は、実際実用化に当た

りますと、原料をどのように確保するかという

のがポイントになってきますので、現在、ブル

ーベリーの農園、栽培していただく方をいろい

ろと準備をしておりまして、秋ぐらいには６つ

ぐらいの農園がやっていただけるのかなと、そ

ういうことをちょっと聞いております。

○中村委員 その進捗状況を今から教えていた

だいて、知的障がい者の子供たちに１カ月大

体3,000円ぐらいしか給料を払えないんです。せ

めて１万円か１万5,000円、給料が上げられれば

なということで取り組んでいるんですが、そう

いった新分野があって、お茶にする方向であれ

ば、我々は我々で小さいながらもそういう方法

でもってお茶をつくりなり何なりして新しいブ

ランドをつくって売れるんじゃないかという気

がしたものですから、ぜひそういうことが新し

くできたら教えていただいて、またお茶がもし

できているんであれば、見せていただきたいな

と思っていますので、よろしくお願いします。

○髙橋委員長 では、ないようですので、これ

で終わりたいと思います。執行部の皆さん、大

変御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時24分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

私たちが産業活性化・雇用対策特別委員会の

メンバーでございます。諸課題に努力してまい

りますので、執行部の皆さんの御協力を１年間

よろしくお願い申し上げます。

早速でございますが、県民政策部においでい

ただきましたが、あらかじめお願いしておりま

した点について御説明いただきます。まず、幹

部職員の紹介と概要説明をお願いいたします。

○丸山県民政策部長 県民政策部長の丸山で
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す。よろしくお願いします。

本日は、前回の委員会で御指示のありました

宮崎県雇用・産業再生指針の概要とその成果に

ついて説明をさせていただきます。

職員紹介でありますけれども、私の右隣が政

策担当次長の渡邊亮一です。左のほうが部参事

兼総合政策課長の土持正弘です。

本日提出しております資料に基づきまして、

総合政策課長から説明をさせていただきます。

よろしくお願いします。

○土持総合政策課長 それでは、宮崎県雇用・

産業再生指針について御説明をいたします。

お手元の資料の３ページでございます。ま

ず、指針策定の経緯についてでございますけれ

ども、平成15年当時、雇用情勢が非常に厳し

く、雇用対策が喫緊の課題であったということ

から、平成15年８月に知事を本部長とする雇用

・産業再生本部を設置いたしまして、全庁的に

雇用対策への取り組みを強化することといたし

たところでございます。平成16年７月に、平

成20年度に完全失業率を4.2％まで引き下げるこ

とを目標といたします雇用・産業再生指針を策

定したところでございます。なお、昨年６月の

新みやざき創造計画の策定に伴いまして、当指

針における雇用対策の取り組みにつきまして

は、現在、新みやざき創造戦略に移行しておる

ところでございます。

指針の概要でございますが、４ページをごら

んいただきたいと思います。こちらの資料で御

説明いたします。まず、当時の現状についてで

ございますけれども、全国の完全失業率等が改

善傾向にある中で、本県の有効求人倍率が全国

に比べまして0.21ポイント下回るということも

ございまして、大変雇用情勢が厳しいという状

況にございました。そこで、指針の基本的視点

といたしまして、地域の有する特性、資源を最

大限に活用するということや、分野横断的な施

策の構築を図るというような４つの視点を掲げ

まして、平成16年度から平成20年度の５カ年で

完全失業率を4.2％まで引き下げる目標を設定い

たしたところでございます。ちなみに、この4.2

％といいますのは、指針策定時から過去20年

間、バブルの時期を除きまして最も低かった水

準、これが4.2ということでございまして、それ

を設定いたしたところでございます。労働力人

口が平成14年と同じと仮定して積算いたします

と、平成20年度までに約8,000人の雇用が、これ

は純増になりますが、必要となる見込みという

ことでございました。

次に、施策の方向性についてでございますけ

れども、分野共通施策の方向性と分野ごとの個

別施策の方向性という形で整理がされておりま

す。まず、分野共通施策の方向性では、１、

２、３ございますけれども、１といたしまし

て、雇用の維持拡大のための産業振興策、２と

いたしまして、民間活力が十分発揮できる環境

の整備、３といたしまして、就業機会の確保拡

大、この３つを大きな柱として示しているとこ

ろでございます。１の雇用の維持拡大のための

産業振興策につきましては、そこにありますと

おり、（１）の産業連携による産業の活性化・

新産業の創出から、（９）の産業を支える人材

の確保育成まで、９つの方向性を掲げておりま

す。右側の２の民間活力が十分発揮できる環境

の整備でございますけれども、これにつきまし

ては、構造改革特区とか地域再生等の規制緩

和、制度改革、指定管理者制度の活用、行政事

務のアウトソーシング、あるいはＰＦＩの導入

など、３つの方向性を掲げております。３の就

業機会の確保拡大では、特に若者の失業率の高
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さ、雇用のミスマッチなどを課題として認識し

ておりまして、（１）職業紹介等の就職支援機

能の充実に加えまして、若年者、高年齢者、障

がい者、女性についてそれぞれの就業支援、就

業環境の整備等の施策の方向性を示しておりま

す。以上のような分野別共通施策の方向性に加

えまして、各産業分野それぞれの特性や課題、

そういったものを踏まえまして、農業、商業、

工業等の10の分野に分けまして、分野ごとの個

別施策の方向性も示しているところでございま

す。これら施策の方向性に基づきまして全庁的

に取り組むことで、産業の振興、雇用の維持創

出に結びつけるという考えでございました。

資料の３ページに戻っていただきまして、３

の雇用・産業再生指針の成果についてでござい

ますが、表にありますとおり、県施策による新

規雇用創出数でございますけれども、これは平

成16年度2,795、17年度4,571、18年度3,079とい

うことになっております。このうち新規雇用創

出数に占めます割合が最も高いのが企業誘致で

ございまして、３年間で5,322ということになっ

ております。特にごらんいただきますとお

り、17年度でございますけれども、雇用創出者

数の64％を企業誘致が占めておるところでござ

います。なお、ここで集計しております雇用創

出者数につきましては、資料の５ページでござ

いますけれども、各部局別の一覧表を添付いた

しておりますので、後ほど御確認をいただきた

いと思います。

次に、完全失業率の推移でございますけれど

も、指針の目標といたしましては、平成14年の

就業構造基本調査における5.5％、先ほど申しま

したように、これを平成20年に4.2％まで引き下

げるということとしておりました。完全失業率

の主な統計データといたしましては、そこに書

いておりますけれども、就業構造基本調査、労

働力調査、国勢調査の３つがあるわけでござい

ますけれども、労働力調査につきましては毎

月、他の２つの調査は５年に１度の調査という

ことになっております。これらを本県について

順に見てまいりますと、まず、指針目標のもと

の数値といたしましては就業構造基本調査でご

ざいますけれども、５年に１度の調査が平成19

年に行われておりますけれども、その調査結果

はまだ現時点では公表されていないところでご

ざいます。次に、労働力調査の数値でございま

すけれども、一貫して低下傾向にございますけ

れども、この調査は非常にサンプル数が少ない

というような事情もございまして、都道府県の

数値が全国の数値と比べて誤差が大きくなる傾

向にございます。次に、国勢調査でございます

けれども、平成17年の完全失業率は6.1％という

ふうになっております。以上その３つの調査に

つきましてそれぞれ差が非常に大きいことか

ら、指針の評価といたしましては非常に難しい

状況でございますけれども、九州の数値、そう

いったものとの比較で見ますと、指針に基づく

取り組みを行ったことである程度失業率の上昇

を抑制する効果はあったのではないかというふ

うには考えているところでございます。

雇用・産業再生指針についての説明は以上で

ございます。よろしくお願いいたします。

○髙橋委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がございましたら、発言をお願

いいたします。

○緒嶋委員 平成20年度に4.2で8,000人の雇用

増ということになっているが、これは今年度で

すね、年度から言えば。可能性は、間違いな

く、これ、行くわけですか。

○土持総合政策課長 先ほど申し上げましたよ
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うに、20年度の目標8,000人というのは実は純増

でございまして、この目標を立てるときに議論

になったみたいでございますけれども、雇用が

一方で創出される部分、なくなっていく部分が

ありまして、それを相殺して8,000人ぐらいふえ

ないと完全失業率はここまで落ちないというこ

とのようでございました。創出分についても把

握は難しいんですが、これは行政がある程度関

与したものについての新規雇用創出分をここに

掲上しておるわけですけれども、一方、失業が

出るといいますか、そういったものについては

我々のほうで把握する手だてがございません

で、逆に数値が出た後に逆算しないと、その部

分が出ないということがございまして、20年

の4.2をどう設定するかということも、当時の書

類では、19年の就業構造基本調査の結果と労働

力調査の数値の乖離を見ながら、20年度の数値

を推定して、そこでどの程度の成果があったか

というものを把握しようというふうには考えて

いたようでございますけれども、ここまで乖離

が大きくなってきたときに、それが現実的に把

握できたかどうかというのは難しいかなという

気はいたしておるところです。

○緒嶋委員 これだけ目標を立てる上で、県の

政策としてこれを達成するためには何をするか

という政策目標を立てて、8,000人を確保するた

めにこういう政策を立てておりますという説得

力のあるものがないと、何か数字の遊びの中

で8,000人ふやさにゃ4.2にならんとじゃという

ぐらいのことでは、実現が可能かなという気が

してならんわけです。県の政策として達成する

ために、こういう努力をしておりますという具

体的なものがあるわけですか。

○土持総合政策課長 県を挙げて取り組むとい

うことで、５ページの表には全体で47の事業を

掲上させていただいておりますけれども、直接

的に雇用が把握できないといいますか、いろん

な事業をやっておりますわけで、当時この関連

事業といたしましては、200ぐらいの事業一覧を

掲げているようでございます。そういった取り

組み、全庁挙げての取り組みというのは雇用創

出のためにやっておるところですが、実際の雇

用者の把握というものがこういった事業でしか

把握できなかったということになっておりま

す。

○緒嶋委員 政策的に予算は減少しているわけ

ですね。予算が伴わなきゃ景気対策というのは

確立されんのじゃないかと思うわけです。一方

では、それは県の財政的な問題ではあるが、や

はり皆さんからすればこれだけふやさにゃなら

んという、その使命感はいいんですけれども、

具体的なものが見えん中でこうなりますという

のが、どうも我々とすれば……。今いろいろ公

共事業なんか縮減し、入札制度も改革といって

企業数を減らすような政策を県はやっておられ

るわけですね。そういう中で果たしてこういう

ことが、我々から見た場合に、説得力のある説

明につながっていないような気がしてならんも

のだから、これをやるためにはある程度は財政

出動も考えておりますとかいうようなものがあ

ればいいけれども、200あるけれども、予算その

ものは毎年縮小しているわけです。名前はこれ

だけ出ても、本当にそれが具体的にこれだけの

ものになりましたと、21年度の結果がわかるだ

ろうと思うんですが、そういうものが出てくる

自信があるかと私は言っているんです。

○渡邊県民政策部次長 先ほど５ページの資料

を申し上げました。これはいろんな各部の雇用

創出に係る弾を、施策の弾をずっと並べている

んです。これがすべてじゃないんですけれど
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も、具体的に数字が出たものをここにあらわし

ただけで、我々としましては、４ページに雇用

維持拡大のための産業振興策等ということでず

らっと書いてありますけれども、こういうこと

で施策の方向性を出しながら、ここに具体的な

弾 を 埋 め て い こ う と い う こ と で 、 当

時、16、17、18ということをやったということ

です。具体的な財政出動については、特に建設

業関係が非常に倒産が多くなってきている。完

全失業率の数値を出したのは、結局、雇用が拡

大されても、一方ではどんどん失業している人

が多いんじゃないかと、大体数字をどんなふう

に理解したらいいかという話がありまして、純

増でないと意味がないと、それを指標として出

すとすれば、やはり完全失業率でカウントする

しかないというのが当時の考え方でした。当時

は非常に目標を高く掲げて、高邁な考え方でこ

ういう指針をつくったというのは事実でござい

ます。失業率が当時高く、産業もどんどんやら

れておりましたから、今もそれが続いているわ

けです。我々としては、このあたりの数字につ

いては当時の委員会でも、例えば５ページの資

料を出しても、一方では失業者がいっぱい出て

いるんだろうと、こういう資料は意味があるか

というようなことも言われた経緯があります。

そういう中で、今回は知事がかわりまして、先

ほど申し上げましたように、新みやざき創造戦

略というのをつくったわけです。そこで雇用１

万人創造構想というのを出して、目標数値を掲

げているわけでございますけれども、ただ、あ

れもマイナス分は触れていないんです。そのあ

たりこういう施策の指針の立て方というのが非

常に難しいわけです。ただ、おっしゃるよう

に、我々は何か新しい、財政的な裏づけはもち

ろん必要でございますけれども、何か知恵を出

してやっていく、企業誘致なんかその最たるも

のでございますけれども、そういうので頑張っ

ていくしかないのかなと。来年度に向けてまた

当然経済情勢が物すごく厳しくなっております

し、今度、きょう付だろうと思いますけれど

も、国が経済財政改革の基本方針2008というの

を出すわけでございます。その中で具体的に新

雇用戦略というのをうたっておりまして、具体

的に国レベルでいろいろ目標を掲げて数字を出

しております。我々としましては、そのような

国が目標を出す以上は、当然財政出動等も裏づ

けがあるんだろうと思います。それを活用しな

がら、我々は知恵を出しながら、それを有効に

使いながらやっていくしかないのかなと、今そ

う思っています。

○緒嶋委員 こういう努力で成果が上がること

を我々は期待するわけです。それは当然こう

あってほしいわけですけれども、その裏づけが

なかなか我々として納得のいくものがないん

じゃないかという気がするものだから、これに

向かって最大限、今は努力してくださいと言う

よりほかはないのですが、そういうつもりで、

余り誤差が出ないように頑張ってください。

○米良委員 関連ですけれども、最前、商工観

光労働部の労働政策課が出した緊急地域雇用創

出特別基金事業というのがありました。緊急で

すから、暫定的な雇用というのはそうだと思い

ますけれども、13、14、15、16年、４年間

で5,127名の雇用の実績の報告があったんです。

それに要した金が58億円、5,127人の皆さんたち

の今後の雇用の動きというのは皆さんたちはど

う把握しておりますかと言ったら、「いや、把

握しておりません」ということです。その場で

終わりなんです。国から交付された58億円を

使って、ただ、皆さん、交付しますよ、働いて
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くださいということだけの行政の対応なんで

す、強いて言えば。その後のフォローはどうし

たのかと言うと、「いや、していません」とい

うことでしたから、そういうことを考えると、

渡邊次長、その辺の突っ込んだお世話という

か、皆さんたちの対応は不可欠だと思って私は

申し上げたんですけれども、それと、皆さんが

報告された５ページで言いますと、３年間で１

万人です。これも、ちょっと言い方は悪くなり

ますけれども、日々雇用の暫定的な雇用の場の

確保としか受け取れないんです。そうでしょ

う。事業が相当あります。それによってこうい

う仕事がありますよ、ここで日々働いてくださ

いという、そういう暫定的なものでしょう。緒

嶋委員が言われたのも私はそうだと思いますけ

れども、雇用の場の確保ですから、未来永劫と

は言いませんけれども、その人が50、60ぐらい

まで働くような場の確保というのがなされない

というと、雇用の創出というカウントにはなら

んのじゃないかと思うんです。言い方が悪いと

思いますけれども、そうじゃないでしょうか。

どうなんですか。

○渡邊県民政策部次長 この５ページの数字は

詳しく言いますと、例えば正規雇用が何人いる

のかとか、臨時とか、日々雇用とか、そういう

ものの数字が分析されていないんです。このあ

たりも問題なんです。今おっしゃるように、本

当にちゃんとした仕事を持たせる、正規雇用と

してどれだけ数字が出たのかとか、そのあたり

がこの数字ではあらわれていません。そのあた

りは僕らもずっと認識しておりまして、細かく

突っ込んだ調査はしていかねばいかんというこ

となんでしょうけれども、そこが今できていな

いということです。

○福田委員 総合政策ですから、各セクション

を束ねる役割を担っておられるわけでございま

すが、本県の建設業の離職者の問題が話題を呼

んでいますが、こういう方々の受け皿というの

は、ベンチャー企業でもないし、新しい技術開

発型の企業はちょっと無理なんですね。ああい

う方々は、どちらかといえば農業と兼業で就業

した方が非常に多いんです。私は、和歌山とか

いろんな例を見ているんですが、本県は食料供

給県で農業が主体なんですが、農業について見

ますと、指導する人ばかりが多いんですね。県

行政、市町村行政、農協もそうでしょう。それ

を見ますと、受け手というのは個々人ですか

ら、限界があるんです。後継者も今の情勢か

ら、ある程度成績がいいと進学をして、後を継

がない。こういうケースが非常に多いものです

から、医者になる数よりも農家になる数のほう

が少ないんです。

そういう状況を考えるときに、農業で雇用の

安定ができるのはどういう姿かなと思って考え

ましたら、やっぱり雇用保険があって年金が

あってという組織をつくらないと無理だと。両

面ですね。個々人の農家で運営と、一方では、

いわゆる農業生産法人になると思いますが、企

業ですね。その代表的な見本が、今、食料資源

の争奪戦の中で日本の食料関連のメーカーが直

接参入してきます。しかし、制約がありますか

ら、法人をつくって地元の農家を抱き込んで、

ＪＡ等も入ってくるでしょう。やっています

ね。宮崎ではその最たるものは、さっき出まし

たが、伊藤園ですね。都城で相当の面積を今

やっています。宮崎県はお茶には向いているか

ら、恐らく成功すると思います。カゴメが関西

空港の埋め立ての跡地を全部和歌山県から借地

をして、巨大なトマトハウスをつくった。そし

て、関西市場の３分の１を占拠するような状況
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です。ここは全く「農業」の「農」がつかない

んです。農地でもないでしょう。企業として農

家の方を、何百人という雇用を受け入れて、私

は加工用かなと思ったら、青果用ですね。宮崎

も、そういうものは単独の部では無理ですね。

総合政策課あたりが企画立案して、食料資源の

争奪戦が起こった中ですから、いいチャンスで

すから、伊藤園なんか来ているんですから、そ

ういうのをぜひコーディネートしてほしいな

と。そうするとそこに建設産業なんかを離職し

た人が簡単に、農業の基礎知識がありますか

ら、入っていける。雇用も安定する。年金もつ

ける。こういうことになると思いますから、ぜ

ひ一回和歌山の事例なんか、北海道も長野県も

広島もありますが、調査研究してください。担

当セクションではそうはいかんと思いますね。

農家の立場から発想せにゃいかんから。雇用を

守るという立場から考えて、総合政策課の皆さ

ん方に期待をいたしたいと思います。いかがで

しょうか。

○渡邊県民政策部次長 今おっしゃったのは農

工連携の最たるものだろうと思うんです。巨大

ハウスをつくって、そこを完全に農事法人が経

営する。トマトなんかもそうですし、そのあた

りのデータは全部今、我々も収集しておりまし

て、商工観光労働部、農政水産部、林務も一部

ありますけれども、そういうところと、新しい

経営体系、農業関係の経営体系とか、そういう

ものの課題認識は我々は十分ありますので、一

緒にやっていこうと思っています。

○中野委員 この産業指針が出たとき、総合政

策本部と名前も変わったときに、政策本部とし

てこういうのをまとめてつくった。具体的に部

として何ができるかと。できんのよ。みんなそ

れぞれ各部でやっている話で、部長が言えば各

部長が言うことを聞くかという話で、8,000人と

か純増だと、今度の建設業の改革でもそうで

す。今、失業保険もらっているのが1,500人ぐら

い、それに日々雇用を入れたら2,000､3,000減っ

ているわけです。こんなのをするよりか、具体

的に実態に合わせた地域というのは本当に疲弊

している。この間も言ったように、国も県も地

域のどうのこうのと言うけれども、要は地域で

所得がなくなっているわけ。そこの部分を議論

せんと、くどいようだけれども、これは各部の

ものをまとめただけの話で、これでもって、悪

いけれども、部長がハッパかけて、各部長が言

うことを聞くかというと、聞きはせんのです。

本当ですよ。実態はそんなものです。そういう

ことですから、実態に合わせた計画をつくり直

してもらいたい、そう思っています。答弁はい

いです。

○松村委員 確認だけしたいんですけれども、

５ページのナースバンク事業、看護師さんが就

職されているという、雇用が生まれているとい

うことですけれども、３年間で看護師さんは新

たな雇用が1,800名もあったということなんで

しょうか。それとも中身で、ことしはあそこで

勤めたけれども、一回やめてここに行ったとい

うもので、実際は減少しているとか、看護師さ

んも足りん足りんと言っているのに、1,800人も

新たな雇用が生まれているがと思うと、まずそ

れが１つ。

○土持総合政策課長 先ほどからお話が出てい

る点とかぶるわけでございますけれども、そう

いう短期雇用の方も含まれておりますので、実

際にすべてが新たな職についたということには

ならないです。

○松村委員 看護師さんも減っているという話

をいろいろ聞いているものですから、みんな都
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会に流れていると。こんなふえているんだなと

思ってびっくりして、３年間で１万445人です

ね。誘致企業の分に関しては、ある程度新たな

企業ということだから、これ自体も信憑性とい

うのがほとんどないのかなという感じがしま

す。

また、要望ですけれども、今、福田委員のほ

うからお話がありましたけれども、ちょうどこ

の指針の中にもうたわれていますけれども、宮

崎県らしさとか、得意な分野とかいうところが

ありましたので、ぜひ農業の関係で、農業に関

して一番得意ですから、積極的にそちらのほう

に施策を持っていって、誘致企業を含めてです

けれども、農業の新規産業で雇用を創出してい

くというような政策に重点を置いて、そこに県

の財政投資も持っていくというような形をしな

いと、ただ指針だけうたっていて、財政投資し

ないと、やはり雇用も企業も生まれないと思う

んです。ぜひまたその方向で新たな政策をよろ

しくお願いします。

○太田委員 確認だけさせてください。３ペー

ジの労働力調査というのは、米印で書いてあり

ますが、毎月実施ということですね。そうなる

と20年度のある月の最新のデータというのは出

るということになりますか。20年度の状況が知

りたいものですから、ある月でも参考に。後で

もいいです。

国勢調査の件と労働力調査というのがそれぞ

れ乖離がありますね。これはなぜこうなるんで

すか。

○土持総合政策課長 国勢調査は、御存じのと

おり全数調査でございまして、10月１日前１週

間に働いたことがあるかないかということで、

働いていないという人がどういう意識を持って

いるかというような聞き方をしております。就

業構造基本調査も同じなんですが、これはサン

プル数が１万を切るぐらい、9,200でしたか、そ

れから、労働力調査はもっと少なくて、これ

は600程度のサンプルですから、乖離が出てくる

という実態がございます。

○太田委員 国勢調査のほうを実態として信じ

るべきなのかなと思ってしまうものですから、

わかりました。労働力調査、就業構造基本調査

のほうが実態に合っているのかなというふうに

思ったりするんですけれども、その辺の疑問で

した。いいです。

○髙橋委員長 質疑はこれで終わりたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 執行部の皆さん、大変御苦労さ

までした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午前11時57分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

時間が大分押していますので、早く進めてま

いりますが、協議事項であります。（１）の調

査活動の変更についてでありますが、資料１を

ごらんいただきたいと思います。常任委員会で

お話があったと思いますけれども、１月26日に

九州議員交流大会が開催される予定となってお

ります。そのため、当初１月27日の開催予定で

したが、１月の閉会中の委員会を１月29日に変

更したいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 そのように決定いたします。

次に、協議事項の（２）県内調査でありま

す。前回委員会での一任を受けまして、正副委

員長のほうで県南及び県北調査の日程案をそれ
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ぞれ作成しましたので、あわせて御説明いたし

ます。まず、７月16日、17日に実施する県南調

査日程について御説明します。資料２をごらん

いただきたいと思います。県南調査の候補先と

して、まず16日はホンダロック、日本食材加工

及びトランスコスモスシー・アール・エム宮崎

を挙げております。翌17日の候補先として、日

南市漁業協同組合、癒しの郷・チェリータウン

北郷及び昭和シェルソーラーを挙げておりま

す。

なお、一番最後の資料をごらんいただきたい

と思うんですが、２日目の昭和シェルソーラー

では、プラント内を見学する際、企業の情報が

外部へ漏れないように秘密保持に関する誓約書

が必要となっております。お手元の誓約書の内

容を読んでいただき、左上の括弧と誓約者及び

責任者名に名前を記入していただく必要があり

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

きょう帰り際に書いていただいて書記が回収し

ますので、よろしくお願いします。肩書は必要

ありません。

８月５日、６日に実施する県北調査の日程に

ついてあわせて御説明します。資料３をごらん

いただきたいと思います。県北調査の候補先と

して、まず５日は宮崎県産業支援財団、宮崎県

工業技術センター、宮崎県食品開発センター、

安井及び延岡地区森林組合を挙げております。

翌６日の候補先として、日向農業協同組合、東

九農園及び花菱塗装技研工業を挙げておりま

す。ただいま御説明しました県北調査県南調査

についてか御質問や御意見がありましたら、お

願いいたします。

県南・県北調査については、この後、詳細を

詰めていきたいと思いますので、そのように決

定いたします。

昭和シェルについては誓約書をよろしくお願

いします。

服装は夏季軽装、よろしくお願いします。

次回の委員会ですが、県南調査後の７月下

旬、７月24日午前10時、よろしくお願いいたし

ます。

先ほどの県南・県北ですけれども、若干変更

が出てくるかもしれません。今からアポをとっ

たりしますので、あらかじめ御了承いただきた

いと思います。正副委員長に御一任をいただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

次回の委員会での執行部への説明、資料要求

について何か御意見、御要望はないでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 最後になりますが、その他で皆

さん方から何かございませんか。

〔「閉会中はどの辺でする予定ですか」

と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それは次の委員会で時間がある

ときにまた御協議させていただきたいと思いま

す。次回の委員会は７月24日午前10時です。

では、これで本日の委員会は閉会いたしま

す。

午後０時０分閉会


